
生活道路等整備に関する要望の取扱いについて 

 

 

 

 

 

  

 

　 

 

　　　　  

 

　　　　　　　　　　　　　　　　  

 

 

 

　　　　　　　　 

 

　　　　　 

 

 

 

　　　　　　　　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　                      評価（Ａ・Ｂ・Ｃ） 

　　　　　　

要望事項の発生

道路新設・改良要望 

（用地買収が伴う場合）

小規模修繕
等要望

要望書の審査

要望についての事前相談（市担当課）

受　　理

道路整備路線評価委員会（要望書受理した翌年度）

現地調査、事前評価

評価結果閲覧

その他 

・待避所設

置等 

対応方針の報告

待避所設置等について検討

市の予算化、事業実施

改良要望【法面等活用】 

（用地買収が伴わない）

本舗装要望 

現地調査、対応方針の検討

様式１．２．３．４ 様式１．２．３．５

その他（大規模な

防護柵設置・側溝

整備・橋りょう架

替等）の要望

幅員５ｍ以上の拡幅改良幅員５ｍ未満の道路整備


